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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
一
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
都
市
計
画

道
路
三
・
三
・
十
五
号
中
新
田
立
川
線
（
国
立
市
谷
保
〜
富
士
見
台

四
丁
目
間
）
建
設
事
業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
書
案
に
係
る
見

解
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

国
立
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
十
五
号
中
新
田
立
川
線
（
国
立

市
谷
保
〜
富
士
見
台
四
丁
目
間
）
建
設
事
業

道
路
の
設
置

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
国
立
市
泉
一
丁
目
（
府
中
市
境
）
を
起
点
と
し
、

国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
（
立
川
市
境
）
を
終
点
と
す
る
延
長
約

二
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
都
市
計
画
道
路
で
あ
る
「
国
立
都
市
計

画
道
路
三
・
三
・
十
五
号
中
新
田
立
川
線
」
の
う
ち
、
国
立
市
谷

保
を
起
点
と
し
、
国
立
市
富
士
見
台
四
丁
目
を
終
点
と
す
る
延
長

約
〇
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
に
お
い
て
、
往
復
四
車
線
の
道

路
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

四

評
価
書
案
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
主
な
意
見
及
び
そ
れ
ら
に
つ

い
て
の
事
業
者
の
見
解
の
概
要

対
象
事
業
に
つ
い
て
、
都
民
の
意
見
が
六
件
、
事
業
段
階
関
係

市
長
か
ら
の
意
見
が
一
件
あ
り
、
意
見
の
内
容
は
、
大
気
汚
染
、

騒
音
・
振
動
、
水
質
汚
濁
、
生
物
・
生
態
系
、
景
観
、
自
然
と
の

触
れ
合
い
活
動
の
場
及
び
そ
の
他
で
あ
っ
た
。

事
業
者
は
各
意
見
に
対
し
見
解
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
概
要
は

別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

見
解
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
五
月
十
三
日
ま
で
。
た

だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を

除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

国
立
市
生
活
環
境
部
環
境
政
策
課

国
立
市
富
士
見
台
二
丁
目
四
十
七
番
地
の
一

イ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

ウ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
二
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
日
本
旅
客
鉃

道
南
武
線
（
谷
保
駅
〜
立
川
駅
間
）
連
続
立
体
交
差
事
業
に
つ
い
て
、

環
境
影
響
評
価
書
案
に
係
る
見
解
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地㈠

事
業
者

東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
日
本
旅
客
鉃
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

喜
㔟

陽
一

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

㈡

環
境
影
響
評
価
の
実
施
者
（
都
市
計
画
を
定
め
る
者
）

東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

東
日
本
旅
客
鉃
道
南
武
線
（
谷
保
駅
〜
立
川
駅
間
）
連
続
立
体

交
差
事
業

鉄
道
、
軌
道
又
は
モ
ノ
レ
ー
ル
の
改
良

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
東
日
本
旅
客
鉃
道
南
武
線
の
谷
保
駅
か
ら
立
川



（第18534号）東 京 都 公 報令和8年4月24日（金曜日）９

駅
ま
で
の
約
三
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
を
連
続
立
体
交
差
化

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
谷
保
駅
付
近
か
ら
立
川
駅
付

近
の
十
九
か
所
の
踏
切
を
取
り
除
く
と
と
も
に
、
道
路
交
通
渋
滞

や
地
域
分
断
の
解
消
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

四

評
価
書
案
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
主
な
意
見
及
び
そ
れ
ら
に
つ

い
て
の
事
業
者
の
見
解
の
概
要

対
象
事
業
に
つ
い
て
、
都
民
の
意
見
が
七
件
、
事
業
段
階
関
係

市
長
か
ら
の
意
見
が
二
件
あ
り
、
意
見
の
内
容
は
、
騒
音
・
振
動
、

景
観
、
地
形
・
地
質
、
水
循
環
、
生
物
・
生
態
系
、
電
波
障
害
及

び
そ
の
他
で
あ
っ
た
。

事
業
者
は
各
意
見
に
対
し
見
解
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
概
要
は

別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

見
解
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
八
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
五
月
十
三
日
ま
で
。
た

だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を

除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

立
川
市
環
境
下
水
道
部
環
境
対
策
課

立
川
市
泉
町
千
百
五
十
六
番
地
の
九

イ

国
立
市
生
活
環
境
部
環
境
政
策
課

国
立
市
富
士
見
台
二
丁
目
四
十
七
番
地
の
一

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階
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